
資料１         いじめ防止対策及び組織図 

 

    指 導        研 修       保護者との連携 

 

    児童の実態把握         いじめの見解       【保護者の啓発】 

   ・学習生活の様子      当該児童生徒が一定の人間   ・生活環境の見直し 

   ・学校生活の観察      関係のある者から、心理的   ・人格形成 

   ・日記、ノート、作文    物理的な攻撃を受けたこと   ・いじめは人権侵害 

   ・児童からの訴え      により、精神的な苦痛を ・子どもの観察 

   ・アンケート        感じているもの 

   ・家庭、地域からの連絡等 

                   いじめを見抜く力 

    児童の心の育成      ・感性、観察眼の育成 

  【内容】           ・児童の実態把握 

   ・正義･勇気         ・遊び・ふざけ・意地悪 

   ・他人の痛みを知る     ・けんか・からかい 

   ・卑劣な行為を恥じる     ・心理的いじめ・物理的いじ 

  【場面】            めの事例研究 

   ・道徳・人権同和教育 

・学級経営・特別活動        解消指導の構え 

  ・全校・学級活動     ・いじめはどの子、どの場面でも起こりえる 

 ・集会活動・縦割り班   ・子どもに信頼される人間関係をつくる 

   ・地区児童会等      ・必ず誰かに相談するように指導 

                 ・いじめは許さない立場で指導 

 

             いじめ問題への対応 

 

        相談  アンケート  観察  保健室  地域・保護者の情報 

 

                 いじめの発見・認知 

 

         担任によるいじめの実態把握・記録（聞き取りシートの活用） 

 

    誰が、誰を いつから どんな所で どうして どんないじめを  保護者の気づき・思い 

  （該当児童）  （経過） （場所）  （動機） （いじめの内容・態様） 

 

             校長・教頭・教務主任・生徒指導主任 

 

             いじめ防止対策の推進（いじめ防止対策委員会） 

 

    校長（教頭）          運営委員会         いじめ防止対策会議 

                  組織的な対応の検討    校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・  

                                    養護教諭・ＳＳＷ・ＳＣ 

  【行政機関】         生活指導プロジェクト会議 

   市教育委員会・竹田教育事務所   ・全校集会での指導    職員会議（事象・指導内容の周知徹底） 

   教育センター・福祉事務所     ・保護者への啓発       

  【地域機関】            

   主任児童委員・警察・ＰＴＡなど  

 

                 【経過指導及び報告】 

     継続観察    継続指導    情報交換   体制・対応・指導の見直し 

     事象内容を市町村教委・県教委へ報告 ⇒いじめが解消するまで  

 

具体的な指導・支援 



資料２             具体的な指導・支援 

 

具体的な指導・支援へ 

 

           報告・連絡・相談・記録を徹底しながら実施 

 

 
被害者への支援 加害者への指導 

友人・知人（傍観者） 

への指導・支援 

教師の対応 
共感的に受けとめる姿勢

で対応 
毅然とした態度で対応 

みんなを守るという姿

勢で対応 

伝えること 

・学校として「何としても

守る」という姿勢を示

すこと 

・プライバシーの保護に 

 十分配慮すること 

・いじめは決して許され

ない行為であること 

・いじめられた側の心の 

 痛みに配慮すること 

・自分の行為が重大な結

果につながったこと 

・いじめられた側の心

の 

 痛みに配慮すること 

・いじめを認知した時、

大人に通知する勇気

を持つこと 

・プライバシーの保護 

確認すること 

・身体の被害状況 

（負傷している場合、病

院での診療状況） 

・金品の被害状況 

・警察への被害申告の意

思 

・カウンセリングの必要

性 

 

・カウンセリングの必要

性 

・カウンセリングの必

要性 

留意すること 

・再発や潜在化 

・ストレスやＰＴＳＤ 

・加害者の心理的背景 

・加害者が被害者になる

こと 

・観衆、傍観者も被害者

になること 

 

 

 

 

いじめの行為の背景に横たわる問題を見極め、解決の方法を考えて迅速に対応する 
 

 

 


